
＜様式１＞

28 年 9 月 30 日

【PLAN（計画）】

～

【DO（実施）】

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。
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遊休農地の解消面積
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基 本 目 標

政 策 350久保　和幸

作成日

内線

農業委員会活動事業

部局名

①農業委員会の法令業務の適正な執行を行う。
②遊休農地バンク管理システムの活用により良好な情報提供と農地中間管理機構を活用した、農地の貸借等の
斡旋による農地利用集積の推進を行う。
③農地等の利用の最適化の推進に関する業務として、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消及
び新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行う。
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農地の保全と有効活用
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①農地の保全と、農地利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図る。
②農地の利用集積を推進し、経営の効率化と規模拡大を図る。
③農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与する。
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＜様式１＞

【CHECK（評価）】

※事業類型が１～３に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION（改善・改革】

意
見
等

内
容

※１次評価は事業担当課長等、２次評価は２次評価委員会によって行われます。

２
次
評
価

担当者意見のとおり

　遊休農地の有効利用と、農業委員会と農業水産課と
の連携により、農地集積と農業政策を推進できる。

【必要性】

高い やや高い

対象外

【コスト】

【負担割合】

　農地法、その他の法令に基づく、農地の利用調整が業務であり、申請書の受理から審査・許可に至るまでそのプロセスが法定
化されているため、削減の余地なし。

見直しの余地なし

削減の余地なし

事業が抱える問題・課題等

有
効
性

事業の進捗状況
昨年度の評価から、どのような取組
をしましたか（昨年度の【ACTION】
の改善・改革の進捗等）

　昨年は、平成26、27年度の農地利用状況調査及び農地利用意向調査をもとに、農地中間管理機構と
の連携により、農地利用集積及び遊休農地の発生防止・解消に努めた。
　本年度は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、必須業務となった「農地等の利用の最適化の
推進」について、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消及び新規参入の促進に努め
る。
　更には、全国農業会議所の農地ナビの情報提供に努めたい。

妥
当
性 【市の関与】 高い

やや低い

やや高い やや低い

内容
今後の方向性のもとで、どのような
取組をするか（課題や問題点等に
対する取組など）

　農業委員会等に関する法律の改正に伴う平成29年7月20日から新農業委員会体制を、農業委員19
人、農地利用最適化推進委員を19人とする。
　また、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消及び新規参入の促進について、農業委
員、農地利用最適化推進委員及び事務局職員が一体となって、更なる推進を図る。

効果
事業の改善・改革によって期待され
る効果は何か

　農業委員会の体制が充実化されることにより、幅広く農地の有効利用を促し、遊休農地のの発生予
防・解消につながる。

効
率
性

今後の方向性

見直しの余地あり 該当なし

削減の余地あり 該当なし

１
次
評
価

今後の方向性

終期設定

その他の見直し

終期設定

今後の方向性

高い やや高い【施策貢献度】

【事業成果】

やや低い

やや低い

該当なし

　農業委員会等に関する法律の改正に伴い、平成29年7月20日から新農業委員会体制となる。農業委
員の選出方法の変更、農地利用最適化推進委員の新設など新制度開始に伴う条例改正、予算措置、
体制整備等の業務が必要となり、さらに、必須業務となった「農地等の利用の最適化の推進」について
の業務量増大が懸念される。

高い やや高い 低い

低い

該当なし

低い 該当なし

低い 該当なし

No.2


